
○
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則

（
調
査
の
種
類
）

第
五
条

生
産
動
態
調
査
は
、
別
表
に
掲
げ
る
調
査
と
す
る
。

（
調
査
事
項
）

昭

和

二

十

八

年

四

月

一

日

第
六
条

生
産
動
態
調
査
は
、
生
産
品
目
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

通

商

産

業

省

令

第

十

号

経
済
産
業
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

一

生
産

最
終
改
正

令

和

七

年

十

二

月

十

一

日

二

受
入

経

済

産

業

省

令

第

七

十

八

号

三

消
費

四

出
荷

（
省
令
の
目
的
）

五

在
庫

第
一
条

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

六

原
材
料

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統
計

七

従
事
者

を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
生
産
動
態
調
査
」
と
い
う
。
）
の
施
行

八

生
産
能
力
及
び
設
備

に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
票
の
様
式
）

（
調
査
の
目
的
）

第
七
条

生
産
動
態
調
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
生
産
動

第
二
条

生
産
動
態
調
査
は
、
鉱
工
業
生
産
の
動
態
を
明
ら
か
に
し
、
鉱
工
業

態
調
査
票
（
以
下
「
調
査
票
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
行
う
。

に
関
す
る
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
告
示
す
る
。

（
調
査
の
期
日
）

（
報
告
義
務
）

第
三
条

生
産
動
態
調
査
は
、
毎
月
末
日
現
在
に
よ
つ
て
行
う
。

第
八
条

第
四
条
に
規
定
す
る
事
業
所
の
管
理
責
任
者
（
以
下
「
報
告
義
務
者
」

（
調
査
の
範
囲
）

と
い
う
。
）
は
、
調
査
票
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
四
条

生
産
動
態
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
所
に
つ
い
て
行
う
。

な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
事
業
所
（
以
下
「
一
括
事
業

一

別
表
に
掲
げ
る
鉱
産
物
及
び
工
業
品
（
以
下
「
生
産
品
目
」
と
い
う
。
）

所
」
と
い
う
。
）
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
一
括
調
査
報
告
義
務
者
」
と
い

を
生
産
（
加
工
を
含
む
。
）
す
る
者
で
あ
つ
て
、
別
表
で
生
産
品
目
別
に

う
。
）
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
括
事
業
所
に
係

掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
事
業
所

る
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
関
係
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
調
査
票
に

二

前
号
に
掲
げ
る
事
業
所
の
生
産
品
目
の
販
売
の
管
理
を
行
つ
て
い
る
事

掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
一
括
し
て
報
告
す
る
も
の
と
す

業
所
又
は
当
該
事
業
所
へ
生
産
品
目
に
つ
い
て
生
産
の
委
託
を
行
つ
て
い

る
。

る
事
業
所
で
あ
つ
て
、
別
表
で
生
産
品
目
別
に
掲
げ
る
範
囲
に
属
す
る
事

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
一
括
事
業
所
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事

業
所
（
以
下
「
特
定
事
業
所
」
と
い
う
。
）

業
所
を
代
表
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
必
要
な
事
項
を
様
式
第
一
に
よ
り



記
載
し
た
書
面
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
ル
に
、
調
査
事
項
情
報
を
当
該
手
続
き
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
一
括

算
機
か
ら
入
力
す
る
方
法
に
よ
り
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
報
告
義
務
者
は
、
様
式
第
二
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け

（
集
計
及
び
公
表
）

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
受
理
し
た
調
査
票
及
び
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
「
調

４

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

査
票
等
」
と
い
う
。
）
を
審
査
し
た
上
、
集
計
し
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に

一
括
調
査
報
告
義
務
者
は
、
様
式
第
三
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に

公
表
す
る
。

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
票
等
及
び
集
計
表
の
保
存
期
間
）

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
な
さ
れ
た
場
合
そ
の
他
特
別
の
理
由

第
十
三
条

経
済
産
業
大
臣
の
保
存
す
る
調
査
票
の
保
存
期
間
は
、
一
年
と
す

が
あ
る
場
合
に
は
、
一
括
事
業
所
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

６

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
括
事
業
所
を
指
定
し
た
と

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
調
査
票
等
及
び
集
計
表
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電

き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
一
括
事
業
所
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
に
は
、

子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

関
係
事
業
所
を
代
表
す
る
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

で
き
な
い
方
法
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）
を
永
年
保
存
す
る
。

（
調
査
の
方
法
）

第
九
条

生
産
動
態
調
査
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
報
告
義
務
者
及
び
一
括

別
表
（
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

調
査
報
告
義
務
者
に
配
布
す
る
調
査
票
に
よ
つ
て
行
う
。

附

則

２

報
告
義
務
者
及
び
一
括
調
査
報
告
義
務
者
が
調
査
票
の
配
布
を
受
け
な
か

（
施
行
期
日
）

つ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
調
査
票
の
配
布
を
受

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
過
措
置
）

（
調
査
票
の
提
出
）

２

調
査
の
期
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
属
す
る
経
済
産
業
省
生
産
動

第
十
条

報
告
義
務
者
及
び
一
括
調
査
報
告
義
務
者
は
、
調
査
票
に
所
定
の
事

態
統
計
調
査
規
則
第
一
条
に
規
定
す
る
生
産
動
態
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お

項
を
記
入
し
、
こ
れ
に
記
名
し
た
上
、
一
部
を
調
査
期
日
の
属
す
る
月
の
翌

従
前
の
例
に
よ
る
。

月
十
五
日
ま
で
に
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
提
出
）

第
十
一
条

第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
義
務
者
は
、
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
調
査
票
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
方
法
に
よ
り
調
査
票
を
提
出
す
る
報
告
義
務
者
は
、
経
済
産
業
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ



 



 



 




